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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平らな第一電極層（１０）、それに対する対向電極としての平らな第二電極層（１６）
、これら両電極層の間の絶縁層（１４）、前記絶縁層（１４）に隣接し，両電極層間に配
置されたエレクトロルミネセンス材料からできた活性層とを備えた光電子フィルム構造体
において、
　第一および第二の電極が、導電性の繊維をもつ布帛により、半透明で、ＴＣＯまたはＩ
ＴＯフリーに形成されており、前記繊維が１８μｍから３２μｍの直径を有し、前記布帛
のメッシュの目開きのメッシュ幅が５０μｍから７０μｍの範囲であることを特徴とする
フィルム構造体。
【請求項２】
　請求項１において、前記布帛には、透明な非導電性のポリマー材のコーティングが設け
られ、前記繊維が、少なくとも部分的にポリマー材によって取り囲まれていることを特徴
とする、フィルム構造体。
【請求項３】
　請求項２において、前記ポリマー材のコーティングが、耐候性があり基材の耐候性を高
めるように、設定および／または選定されていることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項４】
　請求項２または３において、前記ポリマー材が、光硬化性または熱硬化性のポリマー材
であることを特徴とする、フィルム構造体。
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【請求項５】
　請求項２から４のいずれか一項において、前記ポリマー材が、アクリル樹脂、シリコン
、フッ素ポリマ―、ＰＵ、ＰＥＮ、ＰＩ、ＰＥＴ、ＰＡ、ＥＶＡ、およびこれらと、Ｓi
Ｏｘ、ＯＲＭＯＣＥＲまたはその他の無機材料との混合物から選ばれていることを特徴と
する、フィルム構造体。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項において、前記繊維が、ＰＡ、ＰＰ、ＰＥＴ、ＰＥＥＫ
、ＰＩ、ＰＰＳ、ＰＢＴ、ＰＥＮのグループから選ばれていることを特徴とする、フィル
ム構造体。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項において、前記布帛が、表面積の２０％から９５％に開
口が形成されていることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項８】
　請求項７において、メッシュの目開きの面積が、８００μｍ２から８０，０００μｍ２

の範囲内であることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項において、前記導電性の繊維が、ポリマー芯の上に、金
属被覆をコーティングした繊維を含むことを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項１０】
　請求項９において、前記金属被覆がＮi、Ｔi、Ｍo、Ｗ、Ｃr、Ｃu、Ａg、Ａｌ、Ａuの
金属グループから選択されていることを特徴とするフィルム構造体。
【請求項１１】
　請求項９または１０において、前記金属被覆の厚さが、１００nmから１０μmの範囲に
あることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項１２】
　請求項１から８のいずれか一項において、前記布帛が、金属被覆でコーティングされて
いることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項１３】
　請求項１２において、前記金属被覆が、スパッタリングおよび/または、湿式化学法に
より、布帛の上にコーティングされていることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか一項において、前記布帛のシート抵抗が５０Ω／sq未満で
あることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれか一項において、前記絶縁層および／または活性層がスクリ
ーン印刷により、または薄い層として、あるいはその他の方法でコーティングされている
ことを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項１６】
　請求項１５において、前記絶縁層および／または活性層が多層にコーティングされてい
ることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項１７】
　請求項１から１６のいずれか一項において、両面で光を出すＥＬフィルム構造体になる
様、前記第一および第二の電極層が、半透明の布帛層として構成されていることを特徴と
する、フィルム構造体。
【請求項１８】
　請求項１から１６のいずれか一項において、前記対向電極がポリマーフィルム材を有し
ていることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項１９】
　請求項１８において、前記ポリマーフィルム材が、厚さ３０μmから１００μmの範囲に
設定されていることを特徴とする、フィルム構造体。
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【請求項２０】
　請求項１８または１９において、前記のポリマーフィルム材から構成された対向電極が
１４０℃から１８０℃の温度範囲で安定となるように加熱安定化されていることを特徴と
する、フィルム構造体。
【請求項２１】
　請求項１８から２０のいずれか一項において、前記ポリマーフィルム材から構成された
対向電極が金属被覆を有することを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項２２】
　請求項２１において、前記対向電極の金属被覆がＮi、Ｔi、Ｍo、Ｗ、Ｃr、Ｃu、Ａg、
Ａl、Ａuの金属群から選択されていることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項２３】
　請求項２２において、前記金属被覆層の厚さが１００nmから１０μmの範囲であること
を特徴とする、フィルム構造体。
【請求項２４】
　請求項２２または２３において、前記金属被覆がスパッタリング、蒸着、および／また
は、電解を含めた湿式化学プロセスにより形成されていることを特徴とする、フィルム構
造体。
【請求項２５】
　請求項１８から２４のいずれか一項において、金属被覆され、加熱安定化したポリマー
フィルムである前記対向電極が、２０Ω／sq未満の表面を構成することを特徴とする、フ
ィルム構造体。
【請求項２６】
　請求項１から２５のいずれか一項において、前記第一と第二の電極層が、ＩＴＯフリー
であることを特徴とする、フィルム構造体。
【請求項２７】
　請求項１から２６のいずれか一項に記載の光電子フィルム構造体を製造する方法であっ
て、
―少なくとも部分的に、透明で非導電性のポリマー層に、導電性の繊維を含む布帛を埋め
込み、ＴＣＯフリーまたはＩＴＯフリーの第一電極層を形成し、
―この第一電極層の上にＥＬ材の活性層を形成し、
―前記活性層の上に絶縁層を形成し、
―前記絶縁層の上に、第一の電極層に対する対向電極となる第二の電極層を形成し、前記
繊維を１８μｍから３２μｍの直径に形成し、前記布帛のメッシュの目開きのメッシュ幅
を５０μｍから７０μｍの範囲に設定することを特徴とする方法。
【請求項２８】
　請求項２７において、前記第２の電極層を形成するにあたり、導電性の繊維を含む布帛
を絶縁層に少なくとも部分的に入れて、第二の電極層の繊維を、絶縁層の材料が未だ固ま
っていない、または乾燥していない絶縁層の材料内に入り込ませることを特徴とする、方
法。
【請求項２９】
　請求項２７において、導電性の繊維を含む前記第二の電極層を、乾燥した絶縁層の上に
形成することを特徴とする、方法。
【請求項３０】
　請求項２７から２９のいずれか一項において、前記活性層および/または絶縁層を、個
々の層のコーティングと硬化および/または乾燥とを連続的に行うことにより、多層にコ
ーティングすることを特徴とする、方法。
【請求項３１】
　請求項２７から３０のいずれか一項において、前記第一の電極層を平らでない面に合わ
せて成形することを特徴とする、方法。
【請求項３２】
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　請求項２７から３１のいずれか一項において、前記第一および／または第二の電極層の
電気伝導率および／または透過性および／または色を調整することを特徴とする、方法。
【請求項３３】
　請求項２７または２９において、前記絶縁層は第一の絶縁層と第二の絶縁層とを含み、
前記第一及び第二の絶縁層を、対向電極となるよう、加熱安定化および金属被覆されたポ
リマーフィルムの上に形成し、さらに、その上に、活性層と導電性の繊維を含む布帛層を
形成することを特徴とする、方法。
【請求項３４】
　請求項３３において、導電性の繊維を含む布帛層を形成するにあたり、繊維を、少なく
とも部分的に、硬化または乾燥前の活性層中に埋め込むことを特徴とする方法。
【請求項３５】
　請求項３３または３４において、前記活性層を個々の層のコーティングと、硬化および
／または乾燥工程とを連続的に実施して、多層にコーティングすることを特徴とする、方
法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前提部分に記載されるような、光電子フィルム構造体、特にエレ
クトロルミネセンス（ＥＬ）フィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　このような装置は一般的に知られた先行技術であり、その有用な、平面的な発光特性と
相まって、低い電力消費および発光寿命の長さ故に、様々な応用分野、特に照明、広告、
デザインおよび建築の分野で、警報またはメッセージの表示ボードに実用されている。
【０００３】
　平面でフィルム状のＥＬ（エレクトロルミネセンス）装置は、プレートコンデンサーの
作動原理に基づき、２つの平らな電極の間に、いわゆる活性層（典型的にはＥＬ材料とし
て添加物を加えた硫化亜鉛で構成される）と、絶縁層が設けられている。この構造体は交
流電圧信号（典型的には約２００Ｈｚから４ｋＨｚの周波数の）を加えて、冷たい、平面
の無方向性の光を放射できる。加える交流電圧の振幅と周波数によって、放射光の輝度（
および（一定の範囲で、色も）変えることができる。
【０００４】
　構造上の実施形態に関して、先行技術から知られる、請求項１の前提部分に基づいたＥ
Ｌフィルム構造体には、第一の電極として、ポリマー基材がある。この基材は酸化インジ
ウム錫（光透過し導電性のある酸化物（ＴＣＯ）として、インジウム酸化錫ＩＴＯ）を、
一般的には、真空スパッタリングでコーティングして、導電性がありかつ、光透過性の電
極層を作り出す。その上に、同じように、平面状であるが、通常光非透過性の、例えば回
路基板で作られるようなＥＬ材料から成る活性層を設けて、これを対向電極とする。この
活性層には　金、銀、銅、ガリウム、あるいはマンガンのような金属を添加した硫化亜鉛
を使用する。その上にコーティングされる絶縁層は、典型的にはチタン酸バリウムであり
、これにより、（典型的には光非透過性の）対向電極が同種のフィルム構造体で構成され
る場合、電極間の短絡を防止する。
【０００５】
　先行技術から、さらに活性層、および／または絶縁層をスクリーン印刷の方法でコーテ
ィングする方法が知られている。スクリーン印刷用のペースト状の適切なコーティング材
料は、例えばデュポンのような製造者から入手できる。
【０００６】
　とりわけこのような光電子フィルム構造体の大量生産の場合、透明なＩＴＯ－ＰＥＴ-
前面電極はコストが厳しく、かつ脆いことが、明らかになっている。さらにＩＴＯは、光
学的に十分透明にするためには、非常に薄くコーティングする必要があるが、一方このた
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め、導電性が損なわれる。（典型的には５０Ω／sq以上で、無視できない電気抵抗特性と
なる）。この結果、多くの欠点が浮かび上がる。第一には、ＩＴＯベースの光学装置の部
品が電気的な接続を確保するために、電力レールすなわち接続レール（典型的には銀また
は銀プリントで作られる）を必要とする。そのため、製品の寸法が制約され、（コストお
よび量で有利な）連続的な製造工程が成り立たなくなる。また、このような形状特性から
、均一な輝度を達成できる寸法に制約があるという問題があり、また前記の構造により、
起動のための最大限界周波数が制限される。
【０００７】
　このため、代替の、機構的に優れた材料であって、価格優位になる可能性が高く（しか
も、透明で平面状の電極を可能にする）、かつ、電気的特性、すなわち抵抗特性を改善し
、接続時の電力消費をより少なくするような材料の需要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、本発明の目的は、ＥＬフィルム実現する、代替のフィルム構造体を作製す
ることである。とくに　製造費用と、透明な平面電極を作るために必要な高価な材料に関
して、最適化する。さらに、ＥＬ-フィルム構造体を製造するための、新規で改良された
方法を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的は請求項１の構成をもつ光電子式フィルム構造体、請求項２７の構成を有する
光電子式フィルム構造体を製造する方法、および、請求項３６の構成を持つ使用により達
成される。発明の有利な改良形態は、従属請求項に記載されている。
【００１０】
　発明の有利な構成では、２つの電極層の内の少なくとも１つ、または両方が導電性のあ
る繊維で構成される布帛を有する。
【００１１】
　それにより、このような布帛は、効率的で、コスト的に有利な電極機能特性を実現する
可能性を提供する。各々の繊維太さ、繊維間の隙間、および導電性の繊維の性質を適切に
選んで、布帛の構成を適切にすることにより、極めて柔軟な方法によって、希望する特性
の取得、および光電子フィルム構造体の様々な使用目的に対応することが可能になる。加
えて、この構造体は可撓性があり、かつほぼ任意の形に成形することができる。
【００１２】
　湿度またはその他の環境因子に対する布帛の安定化および、保護のため、先ず第一に、
好ましくは、布帛を透明で電気非伝導性のポリマー材に（少なくとも部分的に）埋め込む
。この方法により、(適当にポリマー材を着色して)光の色に影響を与えることができるだ
けでなく、適当なポリマー材を選ぶことにより、電極（つまり構造体全体）の耐候性を実
現できる。
【００１３】
　繊維のコーティングの実際的な方法として、発明の好ましい改良形態の枠内で、光硬化
樹脂、およびこれを補完または代替する熱硬化樹脂の形で、コーティングを仕上げること
が可能である。この場合、ＰＵ、ＰＥＮ，ＰＩ、ＰＥＴ，ＰＡ，ＥＶＡ　またはそれらと
同等な材料群から選んだポリマー、あるいは、アクリル樹脂、シリコン材、フッ素ポリマ
ーが適当である。
【００１４】
　本発明にかかる繊維について、まず、本発明は、基本的には、布帛を非導電性の繊維か
ら製作した後、電極動作を実現するための導電性を繊維に付与することを含んでいる。適
切な繊維は、特には、ＰＡ，ＰＰ，ＰＥＴ，ＰＥＥＫ，ＰＩ，ＰＰＳまたはこれらと同様
な素材の化学繊維の透明または半透明のモノフィラメントである。これらは、金属のみの
繊維に比べて(同じような電気伝導特性の場合)極めてコスト的に有利である；とりわけ、
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一般的なＩＴＯコーティングと比べると、さらに劇的にコスト優位性がある。
【００１５】
　好ましくは、本発明にかかる布帛は、導電性を呈するよう、シート抵抗が５０Ω／ｓｑ
未満、好ましくは２０Ω／ｓｑ未満、さらに好ましくは１０Ω／ｓｑ未満とされる。本発
明のさらなる改良形態では、布帛中に、金属で構成された繊維（金属繊維）または金属被
覆された繊維が配される。金属繊維または金属被覆繊維を構成する適切な金属として、例
えば、Ｔｉ、Ａｇ、Ａl、Ｃu、Ａu、Ｐa、Ｐt、Ｎｉ、Ｗ、Ｍo、Ｎb、Ｂa、Ｓn、Ｚrなど
があげられる。なお、布帛の導電率（またはシート抵抗率）は、そのような金属糸または
金属被覆された糸と非導電性の糸との織り配列ないし織り方によって、適宜、調整するこ
とができる。すなわち、本発明の好適な実施形態の枠組み内には、この種の伝導性を呈し
た糸が、非導電性の糸と適宜の割合で組み合わされ、全部の糸を導電性としたり、両者を
１：１，１：２，１：３またはそれ以上の比率とすることができる。この比率の設定に加
えて、またはこれに替えて金属繊維または金属被覆された繊維が、導電率が調整されるよ
うに織り込まれる方向(経糸、緯糸)を選択することが含まれる。（特に好ましくは、経糸
方向および緯糸方向の両方に金属繊維または金属被覆された繊維が織り込まれる）。
【００１６】
　次に、本発明の実施形態の枠内で、導電率を、布帛（織り込み後）の金属被覆により希
望する低い値のシートに設定することが可能である。布帛は一般的には、非伝導性のポリ
マー繊維から出来ている。（基本的には　織り込みの際、ここにも金属繊維を織込むこと
ができる）。このような布帛の金属コーティングは一般にプラズマスパッタリング（例え
ば、Ａｇ，Ａｕ，Ｔｉ，Ｍｏ，Ｃｒ，Ｃｕ，ＩＴＯ，ＺＡＯ，等々の）で作る。あるいは
代替の方法として、蒸着（Ａｌ，Ａｇ，Ｃｕ等）や、Ａｇ，Ｎｉなどの電解のような湿式
の化学的方法がある。一般に、このような布帛の金属化により、シート抵抗が１０Ω／ｓ
q未満の、極めて高い導電率を得ることができる。
【００１７】
　本発明の特別な利点は、本発明に基づき使用される布帛に、高い半透明性ないし透明性
があることである。メッシュ目開き(mesh　opening)を特別に調整することで、半透明性
ないし透明性は、極めて有利な影響を受ける。精密布帛の生産のためのよく知られた方法
をここでも、有効に使うことができる。本発明に従い、表面積の２０％から８５％の開口
を有する目開きを実現するには、メッシュ幅を３０μｍから３００μｍの範囲に調整する
、つまり各メッシュの目開き（好ましくは、表面にわたって均一である）の大きさを約８
００μｍ２から約８００.０００μｍ2の範囲に調整するのが特に好ましいと分かった。
【００１８】
　なお、本発明では、有利なことに、本発明に従い製造された布帛の全体的な光透過率（
％）が、原則的に表面の開口領域における光透過率（％）よりも高い。いわゆる正透過率
（すなわち、目開きおよび透明な繊維を通過する光）に加えて、繊維上や繊維を介しての
反射を考慮した拡散透過率（例えば、金属被覆された繊維の場合）もあるので、本発明に
基づき表面の開口領域の面積を２０％から８５％とした場合、全体的な実効透過率は２５
％から９５％に達する。
【００１９】
　本発明の好ましい改良形態では、絶縁体層も（これ自身も、好ましくは、連続的なコー
ティング、硬化または乾燥、さらに、最低もう一層のコーティングを連続的に行う方法で
、必要に応じ、多層にコーティングしてよい）、活性層の場合と同様に、スクリーン印刷
で製作する。ここにおいても、活性層をスクリーン印刷（または、他のコーティング方法
）で、特に、連続した切れ目のない（リールからリールの）コーティングを可能にした方
法で、連続的に生成することも、本発明の好ましい改良形態に含まれる。
【００２０】
　本発明の好ましい改良形態によって、非常に簡単で洗練された方法で、ＥＬフィルム構
造体を作る可能性を提示する。すなわち、この構造体は両面、つまり第一の電極層(前面
電極)あるいは対向している第二の絶縁層（対向電極）で発光し、そのことにより、全く
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新しい、片面あるいは両面利用可能な警報信号ボードや、同様な応用を簡単な方法で実現
する可能性がある。これらは、好ましい発明の改良形態の枠内で実現できるもので、両方
の電極を、本発明に基づく布帛の形で実現できる。すなわち、電極層の内の少なくとも１
つが、適切な材料に、絶縁層を（ペースト状で、未だ硬化していない状態で）埋め込む方
法により、安全で信頼性のある結合を得る製造技術上の利点と、簡単でコスト的に有利な
生産性とを組み合わせることを可能にする。
【００２１】
　このような手順も、本発明による方法と、その有利な実施形態の枠内に含まれる。
【００２２】
　本発明により、簡単で、洗練され、かつ大量生産向きのコスト的に有利な方法で、（Ｅ
Ｌとしての）多くのものに応用に向けた光電子フィルム構造体の製造が可能になる。光の
特性を片面に使うか両面に使うかその必要性に応じて、本発明の応用の可能性が、照明、
宣伝、建築、見本市、建設、保安企業用の、娯楽およびまたは家庭用電子機器から、航空
輸送または軍用の輸送業での個々の応用まで広がりをもつ。
【００２３】
　本発明のさらなる利点、特徴および詳細は、図面を参照しながら行う、好ましい例示的
な実施形態についての以下の説明から理解される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１ａ】本発明の好ましい第１実施形態の、光電子組のコーティング構造を模式に示す
図面である。
【図１ｂ】同コーティング構造の派生形態を模式的に示す図面である。
【図２】本発明の第2実施形態で、第1実施形態に比べて、コーティングの順番を逆にして
実現したコーティング構造を模式的に示す図面である。
【図３ａ】本発明の第3実施形態を示すもので、第1の実施形態に対応するが、布帛は直接
、活性層でコーティングされるという、相違点があるコーティング構造を模式的に示す図
面である。
【図３ｂ】第3実施形態の変形例を示すコーティング構造を模式的に示す図面である。
【００２５】
　図１ａと１ｂで模式的に、第１実施形態のＥＬフィルム構造体の構造を示す。ＰＥＴ布
帛材料８（例えば、スイスのタールの製造者ＳｅｆａｒのＰＥＴ１０００　１２０－２３
）と銀コーティングされたＰＥＴ繊維（繊維１２０本／cm、繊維径２３μm、銀コーティ
ングの厚さ約５００nm）に、透明なポリマー材９（ここでは、アクリル樹脂）が付与され
、第一の平らで透明な電極層１０を形成する。この電極層１０は側部で接続可能であり、
厚さは、一般に、３０μmから２００μmとする。この方法で、片面が非伝導性で、他の面
が伝導性のある層が形成される。
【００２６】
　この第一電極層１０は、ここに示した例では可視光の５０％を透過できるが、その上に
、スクリーン印刷で（または他の適当なコーティング方法で）活性層１２が施される。特
に好ましい方法として、この活性層は例えば、工具を用いた展着（squeeze　spreading）
、噴霧、浸漬コーティング、または同等の適当なコーティング方法による、連続的プロセ
スにより生成される。活性層は　スクリーン印刷用のインキ／ペーストとして、銅、さら
に追加の成分として　Ａｌ２Ｏ３を添加した硫化亜鉛で構成される。このインキ（製造業
者モビケム（Mobikem）社の製品、Ｅ８０－０２ＳＢとして一般に販売されている）は一
層とされ、乾燥状態の活性層１２が３０μｍから８０μｍになるようにコーティングされ
る。
【００２７】
　この活性層の上に、さらに、スクリーン印刷法で（または上記の他の代替のコーティン
グ方法で）絶縁層（１４）を塗布する。このコーティングは２段階で行われ、先ず、第一
層がスクリーン印刷でコーティングされる。（代表的なペーストとしてＴＹＰＥＤ80-01
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、モビケム製で通常のチタン酸バリウムペーストで、適当な、コーティングの仕様に適し
た、適当な溶剤で希釈されたスクリーン印刷用ペーストを使うことができる。一般に０か
ら５０％の希釈とする）。このコーティングにより、第一層が乾燥（１１０°から１３０
°で最低２０から３０分）後に約５から４０μmの厚みとなる。それから、この層の上に
、同じ絶縁材料による第二の層が、スクリーン印刷法で（または他のコーティング方法で
）コーティングされる。コーティング後、（同じような膜厚を得るため）第二の層の材料
が未乾燥の状態で、（電極層１０に使用されたタイプに応じて）銀で金属被覆された平ら
なＰＥＴ布帛１６ａが重ねられて、布帛材料が、コーティングされた絶縁材料中に（局部
的に）入り込む。それから、（必要に応じ、途中で第二の電極層１６ａ用の布帛材料を挟
圧して）温風で乾燥する。
【００２８】
　さらなる代替の実施形態においては、第一および第二の絶縁層を連続して形成するにあ
たり、第一の絶縁層が乾燥した後、第二の絶縁層を形成する。各絶縁層（１４）は、上記
のスクリーン印刷またはそれ以外の方法で、同じ処理条件により、コーティングされる。
これにより、乾燥後の各層の平均厚さが約５μmから４０μmの範囲となる。次に、金属被
覆層（１６ｂ）が (第二の)絶縁層の上に、これが乾燥した後、コーティングされる。こ
のような、多層構造の上の金属被覆層は、例えば、プラズマスパッタリング（例えば、Ａ
g、Ａu、Ｔi、Ｍo、Ｃr、Ｃu、ＩＴＯ、ＺＡＯ、または同等の材料を用いる）、または代
替の方法として、蒸着（Ａl、Ａg、Ｃu等）で行われる。典型的には、銀による金属被覆
の厚さは、２５から２００nmの範囲である。この層のシート抵抗は、好ましくは、比較的
小さく、５Ω/sq未満でなければならない。この追加の実施形態による利点は、均一な金
属厚さが得られ、これにより最終製品の均一な輝度分布が得られることである。
【００２９】
　第一の電極層と第二の電極層は端部領域で電気的に適切に接続される。図１ａと図１ｂ
は　デバイスの交流電圧信号による作動を図式的に表わし、両方の電極面から光を放射し
ている。
【００３０】
　図１ａに示した第１実施形態では、コーティングは２段階で行われる。この場合、好ま
しくは、第二の金属被覆されたＰＥＴ布帛１６ａを、透明な電極１０との（光学的な）組
み合わせを考慮して選択し、かつ配列を合わせて、（欠点である）モアレ効果をなくする
。これは、通常、二つの布帛を、互いに定められた配列角度をなすように配置することで
得られる。
【００３１】
　図１ｂは第１実施形態に対する、補足および代替の例を示す。すなわち、第二の絶縁層
１４は第一層と同じ方法でコーティングされる。ただし、第二の絶縁層の上に、これが乾
燥した後、金属被覆１６ｂがコーティングされる。このような金属層はプラズマスパッタ
リング（例えば、Ａg、Ａu、Ｔi、Ｎu、Ｃr、Ｃu、ＩＴＯ、ＺＡＯまたは同等の材料を用
いる）、または代替方法として、蒸着（Ａl、Ａg、Ｃu等）で適切に生成できる。しかし
ながら、ＩＴＯはあまり好ましくはない。一般的に、銀の金属被覆では、プレート抵抗を
、５Ω／sq未満の比較的低い値とし、厚さが２０nmから２００nmで実施する。利点は、均
一な金属厚さが得られ、最終製品で輝度の均一性が得られることである。
【００３２】
　前述の第１実施形態の利点のひとつは、層間の比較的粗い接合面が形成されることにあ
る。これは、層構造体の反射と光の分散に対して有利に作用し、光のトラップを防止する
。
【００３３】
　次に、図２に基づいて本発明の第２実施形態を解説する。これは、“倒置”のバリエー
ションと理解してよく、前記第１実施形態に比べて、層の順番が逆になっている。正確に
言うと、最初に、対向電極に絶縁体がコーティングされ、その後に活性層がコーティング
される。さらに、その上に透明な電極がコーティングされる。
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【００３４】
　これに関して、図２で模式的に、どのように背後の電極（対向電極）が、伝導性フィル
ム２０（一般的には、所望の伝導率を得られるように金属化されたフィルム材料）により
形成されるかを示す。このフィルムは、（乾燥後）その上にコーティングするペーストに
対してフィルムが安定となるように加熱安定化される。このような加熱安定化は１３０℃
から１８０℃の温度範囲で起きる。フィルム２０は、薄くて柔軟性があるので、いわゆる
バックフィルム構造ランプ（foilback structured lamp）に具現化することができる。こ
の具現化は一般に、平均的な厚さが４０μｍから１００μｍ（望ましくは厚さ約５０μｍ
）のＰＥＴフィルムによって達成できる。適切な金属化により、一般的には５０Ω／sq未
満、好ましくは２０Ω／sq未満、さらに好ましくは、１０Ω／sq未満のプレート抵抗を示
す。
【００３５】
　その上に（単層または２層の）絶縁層１４をコーティングする。絶縁層のコーティング
は、前記の第１実施形態に関連して述べたのと同じ方法で生成される。すなわち、ここで
も、適切な方法で、スクリーン印刷用のペーストを薄め、上記方法で、乾燥させる。
【００３６】
　絶縁層が乾燥した後、活性層１２をコーティングする。これは、第１実施形態に関連す
る前記方法と、（スクリーン印刷、製造者、製造および乾燥のステップ、コーティングに
関して）同じである。この層の上に、銀で金属被覆されたＰＥＴ布帛８（電極層に対応す
る）が、最後の層が未だ完全に乾燥していない状態で、コーティングして、布帛の材料を
（部分的に）活性材料に浸透させる。その後、構造体を（必要に応じ、第二の電極層が活
性材料に圧着した後に）乾燥する。この実施形態において、布帛を入れることにより、有
利に達成できる点は、活性層のＥＬ粒子を、布帛を越えて染み込むことなしに、布帛に極
めて良好に密着させることができることである。（染み込んだ場合、活性層のＥＬ粒子は
、二つの電極層の間になく、光を放射できず、従って、黒い染み、あるいは分散光の不均
一性といった欠点を示す）
【００３７】
　また、この第２実施形態の有利な点は、（夫々の）層のコーティングを連続的な形で実
施し、量産に適した、効率的な生産が可能になる点である。特に、この観点から、前記第
２の実施形態例が有利である。
【００３８】
　最後に、図３ａと３ｂを用いて第３実施形態を説明するにあたり、第１実施形態の変化
形態を説明する。ここでは、第１実施形態の場合と同じ積層順序が選ばれるが、異なる点
は、布帛に透明なコーティングを施し、この透明なコーティングの上に活性層をコーティ
ングする代わりに、第３実施形態の場合、（ＥＬの）活性層で直接布帛をコーティングす
ることである。
【００３９】
　これは、図３ａと３ｂにより模式的に示される。ＰＥＴ布帛材料８（これも、代表的に
はＰＥＴ１０００　１００－２３、スイスのタールにある、ＳＥＦＥＲ社製）は銀コーテ
ィングしたＰＥＴ繊維（ここでは、繊維１２０本／cm、繊維直径２３μm、銀コーティン
グの厚み約５００nm）を持ち、（直接）活性層が付与され、布帛が活性層に、片面では部
分的に、他の面では完全に入り込む。
【００４０】
　その後、前記の図１ａと１ｂとの関連で記述したのと同じ方法で、絶縁層をコーティン
グする。この場合も、この二つの例は、対向電極の生成に適している。
【００４１】
　前記の実施形態は、固定的なものではなく、むしろ、発明の枠内で、パラメータ、材料
、処理条件を、種々変えることができる。
【００４２】
　コーティング、乾燥等々の、特にＥＬ（電子蛍光）材料から成る絶縁層および活性層を
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多層に成形する各製法工程を調整して実用に適したものにすることも、本発明の実施形態
の枠内である。説明の序文で説明したように、光の色、輝度/透過性、機械的な耐久性、
その他のパラメータを調整し、適切な布帛の特性を選択して決めることで、多くの可能性
が開ける。そのため、適切なコーティングの選択、ならびに適切な繊維径とメッシュ幅の
選択には、特に、第一電極層用のポリマー材料を有効に選び出し、調整すること、および
／または、絶縁層および／または活性層の生成のための前記のパラメータの調整が必要で
ある。
【００４３】
　さらに好ましい前述の改良形態の枠内で、また、発明に基づく光電子フィルム構造体の
代替生成方法の実現のために有効なのは、固定することにより（例えば、枠の中で、第二
の電極層の布帛を引っ張る）、布帛をフレーム内に入れる前に布帛の相対位置、および／
または、布帛の予張力を制御することである。例えば、もし対向電極として金属被覆した
ＰＥＴ布帛（１６ａ）が選択された場合、電極層１０に関連して、布帛の特性をよく吟味
して決定しおよび／または測定し、モアレ効果のような欠点を回避しなければならない。
代表的な生成方法では、第二の金属被覆した布帛を、第一の電極層に対して所定の角度で
取り付ける。
【００４４】
　以上のとおり、本発明により驚くほど簡単で洗練された方法で、様々な、柔軟性があり
、コスト的に有利に製造可能なＥＬフィルム構造体ができ、これにより、ＥＬの技術の応
用範囲をさらに広げる可能性が開かれる。さらにまた、このフィルム構造体は連続的（リ
ールからリールへ）に製造でき、高い輝度と均一な放射性のある大きな発光面を有利に実
現する。また付加的な利点は、比較的高いカットオフ周波数と交流電圧が使用できること
である。
【符号の説明】
【００４５】
８　　　　　　　　ＰＥＴ布帛　　
９　　　　　　　　ポリマー材　　
１０　　　　　　　第一電極層　　
１２　　　　　　　活性層　　　　
１４　　　　　　　絶縁層　　　　
１６　　　　　　　第二電極層　　
２０　　　　　　　導電性フィルム
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【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】



(12) JP 5651684 B2 2015.1.14

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  シャブレセク・ペーター
            スイス国，シーエイチ‐９３０６　フライドルフ，バウムガルテンベーク　１１
(72)発明者  マイヤー・ハンスペーター
            スイス国，シーエイチ‐９１１２　シャッヘン，レーン　２５４５
(72)発明者  ランタス・ミュリエル
            スイス国，シーエイチ‐９０００　ザンクトガレン，ジンゲンベルクストラーセ　６
(72)発明者  ゾンダーレッガー・ウリエル
            スイス国，シーエイチ‐９０１５　ザンクトガレン，ヴィンケルン，アルトヴィンケルンストラー
            セ　３８

    審査官  大竹　秀紀

(56)参考文献  特開２００９－０７６６６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０３２１００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００６－５１９３１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２７８０７３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２２４７８２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｂ　　３３／２６　　　　
              Ｈ０５Ｂ　　３３／２８　　　　
              Ｈ０５Ｂ　　３３／０２　　　　
              Ｈ０５Ｂ　　３３／１４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

